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都市計画事業認可地内における土地の形質の変更等の認可

都市計画法第６５条第１項

建 築 安 全 課

本条の許可を必要とする「都市計画事業の施行の障害のおそれ
となる場合」とは、事業計画に照らして当該土地の形質の変更
が物理上及び経済上、都市計画事業の施行の障害となるおそれ
がある場合をいう。 本条の許可は、当該許可が事業認可がなさ
れ、事業の施行が具体的に確定している時点で行われることか
ら、本来、事業施行の障害となる行為を認めるべき必要性がな
いため、原則として不許可にするものとする。 ただし、次の場
合、市長は、許可をすることがある。 （１） 施工者が事業施
行の促進が図れなくていたずらに事業施行期間 が長引いている
場合で、申請に係る行為は社会通念上妥当なもの と認められる
とき。 （２） 申請に係る行為が現在の土地利用の維持管理的
なものであって、 やむを得ないと認められるとき。 （３） そ
の他市長が事情を勘案し、やむを得ないと認めるとき。 なお、
必要に応じ、都市計画法第７９条の規定により都市計画上必要
な条件を付すことがある。
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